
税率比較表

新税率（案） 現行税率 増減税率
（Ａ） （Ｂ） （Ａ－Ｂ）

応
能
割

所得割 7.73% 7.13% 0.60pt

均等割 33,500円 30,500円 3,000円

平等割 21,500円 18,400円 3,100円

応
能
割

所得割 2.74% 2.66% 0.08pt

均等割 11,600円 11,500円 100円

平等割 7,400円 6,600円 800円

応
能
割

所得割 2.41% 2.31% 0.10pt

均等割 12,100円 11,800円 300円

平等割 6,000円 6,000円 0円

応
能
割

所得割 0.29% 0.00% 0.29pt

均等割 1,200円 0円 1,200円

18歳以上均等割 100円 0円 100円

平等割 800円 0円 800円

応
能
割

所得割 13.17% 12.10% 1.07pt

均等割 58,500円 53,800円 4,700円

平等割 35,700円 31,000円 4,700円

1,736,162,404円 1,557,668,486円 178,493,918円

1,564,000,000円 1,402,700,000円 161,300,000円

132,887円 119,225円 13,662円

190,788円 171,173円 19,615円

※

※

令和８年度国民健康保険税率（案）

課税区分

応
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等
分

課税限度額を113万円（内訳:医療分67万円、後期支援分26万円、介護分17万円、子ども分3万
円）として、算出しています。

収納率：89.97％、被保険者数：13,065人、世帯数：9,100世帯を用いて算出しています。

合
　
　
計

介
護
納
付
金
分

応
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１人当たり税額

１世帯当たり税額

応
益
割
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モデルケース別税額比較表

新税率（案） 現行税率 増減税額

（Ａ） （Ｂ） （Ａ－Ｂ）

４０歳代　単身
　給与収入：０円 28,200円 25,300円 2,900円

７０歳代　夫婦
　年金収入：１５４万円
　（夫及び妻７７万円）

36,600円 32,600円 4,000円

４０歳代　単身
　給与収入：１２０万円 62,600円 56,800円 5,800円

７０歳代　夫婦
　年金収入：２７７万円
　　夫または妻：２００万円
　　その配偶者：　７７万円

111,600円 100,500円 11,100円

４０歳代　夫婦
　給与収入：２９８万円
　　夫または妻：２００万円
　　その配偶者：　９８万円

239,200円 218,400円 20,800円

３９歳代　夫婦
　　　　　未就学児１人
　給与収入：３７８万円
　　夫または妻：２８０万円
　　その配偶者：　９８万円

271,900円 245,900円 26,000円

４０歳代　夫婦
　　　　　未就学児１人
　給与収入：４１８万円
　　夫または妻：３２０万円
　　その配偶者：　９８万円

402,900円 368,700円 34,200円

４０歳代　夫婦
　　　　　小学生１人
　　　　　未就学児１人
　事業所得：３５０万円

624,500円 573,000円 51,500円

子ども・子育て支援納付金分

※

※

※

新税率（案）は、国民健康保険税は、世帯ごとに算定され、医療給費分と後期高齢者支援金
分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分を合算した額となります。

現行税率は、国民健康保険税は、世帯ごとに算定され、医療給費分と後期高齢者支援金分、介
護納付金分を合算した額となります。

医療給費分と後期高齢者支援金分は０歳から74歳までの方に、介護納付金分は介護第２号被保
険者（40歳から64歳までの方）にかかる保険税となります。

子ども・子育て支援納付金分のうち均等割は、18歳未満の被保険者は全額免除となります。
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